
第５章 基本方針を達成するために行う事業 

 

5-1 基本方針を実現するための地域公共交通施策 

基本方針を実現する各種地域公共交通施策について、その関係性を以下のとおり整理します。 

 

基本方針１ 市街地における利便性の高い生活交通の確保・維持 

【白糠及び庶路・西庶路市街地におけるコミュニティバスの確保・維持】 

① 市街地における交通空白地域の解消や商業・医療・福祉施設などの生

活拠点を結ぶ市街地コミュニティバスの確保・維持 

② 町内における住民同士の交流を活発化させ、高齢者や学生などの交通

弱者の移動を支援する庶路・西庶路市街地と白糠市街地を結ぶコミュ

ニティバスの確保・維持 

基本方針２ 山間部の地域特性を活かした持続可能な生活交通の確保・維持 

【町内山間部における交通空白地域の解消や利用実態を考慮した効率的で

利便性の高い予約運行型公共交通の確保・維持】 

③ 茶路沢・庶路沢を運行する予約制バスの確保・維持 

基本方針３ 町内交通と機能的に接続可能な広域生活交通の確保・維持 

【町民の広域的な生活交通や白糠町への観光交通の確保を目的とした鉄道

や地域間幹線系統バス路線などの基幹交通の維持】 

④ 釧路圏域の中核都市である釧路市への広域的な基幹交通の確保 

⑤ 白糠町営バスターミナルをはじめとした白糠駅前広場整備事業に合わ

せ、公共交通拠点を整備し交通手段の接続利便性向上と待合所の確保 

基本方針４ 移動支援を必要とする方へのわかりやすいサービスの提供 

【住民、交通事業者、行政、事業所等が連携した、移動支援を必要とする

方への公共交通の積極的な利用促進事業の展開】 

⑥ 町民や白糠町来訪者にもわかりやすい公共交通マップの作成・配布 

⑦ 公共交通の継続利用を支援する運賃助成等の実施 

⑧ 町民における公共交通の積極的な利用を促す広報誌やホームページを

活用した情報発信の実施 

 

  



5-2 地域公共交通施策の個別事業と実施主体 

基本方針に基づく各種地域公共施策の展開に向けた個別事業と実施主体を以下のとおり整理

します。 

基本方針１ 市街地における利便性の高い生活交通の確保・維持 

【白糠及び庶路・西庶路市街地におけるコミュニティバスの確保・維持】 

事業１ 白糠コミュニティバスの確保・維持 

事業 

内容 

交通空白地域の解消や商業・医療・福祉施設など住民の生活交通を確保するこ

とを目的に白糠市街地コミュニティバスの運行を維持します。起終点の茶路団

地、経由地である白糠駅では、他の町内交通や広域交通と接続し公共交通ネット

ワークを構築するうえで重要な役割を担っています。 

まちの情勢や利用者からの意見・要望に対し、バス停の移設・増設やルートの

変更及びダイヤ改正など、更なる利便性の向上を図り、利用しやすい生活交通を

確保・維持します。また、町内交通のサービス提供の継続が重要であるため、必

要に応じて運行内容の見直しを検討します。 

一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交

通確保維持事業（フィーダー補助）により、町民の生活交通（買い物や通院、通

学等）を確保・維持します。 

 
実施 
主体 

バス事業者、白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 運行内容の見直し ● ● ● ● ● 

２ バス事業者との協議 ● ● ● ● ● 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 



事業２ 庶路・西庶路コミュニティバスの確保・維持 

事業 

内容 

町内における住民同士の交流を活発化させ、高齢者や学生などの交通弱者の移

動支援を目的に庶路・西庶路コミュニティバスの運行を維持します。起終点の庶

路駅、経由地である白糠駅では、他の地域内交通や広域交通と連絡し公共交通ネ

ットワークを構築するうえで重要な役割を担っています。また、庶路・西庶路市

街地においては、行政・商業・医療施設が立地している白糠市街地まで接続して

おり、地域の移動手段としての役割も担っています。 

まちの情勢や利用者からの意見・要望に対し、バス停の移設・増設やルートの

変更及びダイヤ改正し、更なる利便性の向上を図り、利用しやすい生活交通を確

保・維持します。また、町内交通のサービス提供の継続が重要であるため、必要

に応じて運行内容の見直しを検討します。 

一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交

通確保維持事業（フィーダー補助）により、町民の生活交通（買い物や通院、通

学等）を確保・維持します。 

 
実施 
主体 

バス事業者、白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 運行内容の見直し ● ● ● ● ● 

２ バス事業者との協議 ● ● ● ● ● 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 

  



基本方針２ 山間部の地域特性を活かした持続可能な生活交通の確保・維持 

 

【町内山間部における交通空白地域の解消や利用実態を考慮した効率的で利便性の高い予約運

行型公共交通の確保・維持】 

事業３ 茶路沢・庶路沢予約制バスの確保・維持 

事業 

内容 

山間部住民の通学、通院、買い物利用などの生活交通を支える支線として、区

域運行型の予約制バスの運行を維持します。茶路沢・庶路沢予約制バスはともに

山間部住民の生活交通を維持するだけでなく、白糠コミュニティバスや庶路・西

庶路コミュニティバスに接続することで、山間部住民の広域交通も合わせて維持

する重要な役割を担っています。 

茶路沢予約制バスの運行区域は二股・上茶路地区～下茶路地区から茶路団地と

なっています。庶路沢予約制バスの運行区域は上庶路地区～中庶路地区～庶路駅

となっています。また、町内山間部における町民の生活を支える公共交通サービ

ス提供の継続が重要であるため、必要に応じて運行内容の見直しを検討します。 

一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交

通確保維持事業（フィーダー補助）及び車両減価償却補助により、山間部住民の

生活交通（買い物や通院、通学等）を確保・維持します。 

 
実施 
主体 

バス事業者、白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 運行内容の見直し ● ● ● ● ● 

２ バス事業者との協議 ● ● ● ● ● 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 



基本方針３ 町内交通と機能的に接続可能な広域生活交通の確保・維持 

 

【町民の広域的な生活交通や白糠町への観光交通の確保を目的とした鉄道や地域間幹線系統バ

ス路線などの基幹交通の維持】 

事業４ 釧路圏域の中核都市である釧路市への広域的な基幹交通の確保 

事業 

内容 

総合病院などを有している釧路管内の中核都市である釧路市への広域的な移動

を支援することを目的に、基幹交通である鉄道及び地域幹線系統バス路線を確保

します。 

なお、広域的な交通ネットワークは、沿線自治体の状況や地域を移動する方の

動きが多様化する傾向にあるため、必要に応じて釧路・根室地域公共交通活性化

協議会が策定する釧路・根室地域公共交通計画の内容や沿線自治体担当者、交通

事業者などとの連携を図りながら交通ネットワークの確保に努めます。 

実施 
主体 

バス事業者、白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 沿線自治体との協議 ● ● ● ● ● 

２ 交通事業者との協議 ● ● ● ● ● 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 

 

  



事業５ 白糠駅前広場整備事業 

事業 

内容 

白糠町営バスターミナルの建替え事業に合わせて、白糠駅前広場を整備しま

す。白糠駅前広場は、昭和 51年に都市計画法の規定に基づく都市施設として位

置付けされ未整備のまま現在に至っています。 

令和 2年度から取り進めている駅前広場に隣接する町営バスターミナルの老朽

化による建替え事業に伴い、交通結節点※機能の強化と周辺施設整備と合わせて

一体的に駅前広場の整備を進めます。整備の推進においては、交通手段の利便性

向上（バスロケーションシステム導入等）や利用者の利用環境向上（待合所の確

保等）を図りつつ検討・提案を進めます。 

 

※交通結節点＝バスのほか、汽車やタクシー、自動車、自転車など様々な交通手

段の接続が行われる乗り換え拠点のこと。 

実施 
主体 

白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 駅前広場の機能の検討・提案 ○ ○ ○ ○ ○ 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 

 

 



 

基本方針４ 移動支援を必要とする方へのわかりやすいサービスの提供 

 

【住民、交通事業者、行政、事業所等が連携した、移動支援を必要とする方への公共交通の積極

的な利用促進事業の展開】 

事業６ 町民や白糠町来訪者にもわかりやすい公共交通マップの作成・配布 

事業 

内容 

町内公共交通の積極的な利用を促すことを目的に、わかりやすい公共交通マッ

プを作成・配布します。公共交通マップの作成にあたっては、移動支援を必要と

する方や白糠町への来訪者にもわかりやすいよう、町内の公共施設や商業・医療

施設の他、観光施設などを盛り込んだ内容とします。 

また、利便性の高いバス停の配置や実態に応じたバス停名の変更を柔軟に対応

します。バス停には、わかりやすい時刻表や路線図等を表示します。 

 

 
 

実施 
主体 

バス事業者、白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 白糠町公共交通マップ作成 ● ● ● ● ● 

２ バス停別利用者の把握 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

３ バス停配置・バス停名変更 ● ● ● ● ● 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 

  



 

事業７ 公共交通を利用しやすい運賃施策の継続実施 

事業 

内容 

町民の公共交通利用定着を目的に町営のコミュニティバス、予約制バスは様々

な支払方法（現金、１回乗車券、回数券、定期券、補助券）が利用できます。 

通勤や通学で利用の場合は、運賃区間は町内乗り放題になる「通勤・通学定期

券」の販売を継続します。また、くしろバス定期券と共通利用できる「共通定期

券」の販売も継続します。 

重度心身障がい者や高齢者の方々に対しては、日常生活等に必要な外出時の交

通費の一部を助成するため、「生き活きしらぬか外出支援タクシー・町営バス運

賃補助券」の交付を継続します。 

 
 

実施 
主体 

バス事業者、タクシー事業者、白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 通勤・通学定期券の販売 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

２ 共通定期券の販売 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

３ 
生き活きしらぬか外出支援タクシー・
町営バス運賃補助券交付 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 



 

事業８ 公共交通の積極的な利用を促す広報誌やホームページを活用した情報発信の実施 

事業 

内容 

町内を運行する公共交通に関する情報は、ホームページが主となっています

が、新たな公共交通網における積極的な利用を促すため、広報誌を活用した情報

発信を行います。 

また、ホームページにおける情報提供についても、町民のみならず、白糠町へ

の来訪者に対してもわかりやすい情報提供を図ります。 

 

 
実施 
主体 

白糠町 

実施 
エリア 

白糠町全域 

実施 

年度 

取組 取組事項 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

１ 広報誌を活用した情報発信 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

２ 
白糠町ホームページの公共交通に関す
る情報更新 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

○ 検討 ● 適宜実施 ◎ 実施 


